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一般社団法人みんなの家みんか 給与規程 

 

（目的） 
第１条 この規程は、一般社団法人みんなの家みんか（以下「この法人」とい

う。）常勤職員及びパート職員の給与等に関し必要な事項を定めることを目的
とする。 

 

（給与の支払） 

第２条 給与は全額通貨で直接本人に支払うものとする。 
２  前項の規定にかかわらず、職員の承諾があったときは給与の全額を、職員の
指定した本人名義の口座に振込む方法により支払うことができる。 

３ 次に掲げるものは給与から控除することができる。 

（１）所得税 

（２）住民税 

（３）社会保険料のうち被保険者負担分 

（４）その他、この法人と職員等で協議のうえ労使協定を締結したもの 

（５）その他、職員から控除を申し出たもののうちこの法人が必要と認めるもの 

 

（給与の種類） 

第３条 職員の給与は、基本給、及び諸手当とする。 
２ 諸手当は、管理手当、通勤手当及び時間外勤務手当とする。  
３ 勤務日数、勤務時間により、月額給制と時間給制の２種類とする。 

 

（計算の期間及び支給日） 
第４条 給与の計算は、原則当月１日から当月末日までとし、支払日は翌月２５

日（支払日が休日の場合は、順次前日に繰り上げを基本とする）とする。 
２  月の途中において採用、又は退職した者には、月額給制の場合、当該月分は
日割計算とする。 

 

（日割額及び時間割額） 
第５条 勤務１日当たりの給与額（以下「日割額」という）は、給料月額をその

月の休日及び勤務を要しない日を除いた残日数で除した額とする。 
２  勤務時間１時間当たりの給与額（以下「時間割額」という）は、基本給及び
管理手当の合計額を月間平均勤務時間で除した金額とする。 

 

（給料の減額） 
第６条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、次の各号に掲げる期間を除

き、日割額及び時間割額を減額して支給する。 

（1） 年次有給休暇の期間 
（2） 前号のほか代表理事が正当な事由があると認める場合において、その都
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度定める期間 

 

（基本給） 

第８条 基本給は、別表１の給料表に定めるところによる。 
 

（給与改定） 
第９条 給与改定の時期は４月１日とする。給与改定の実施については、法人の業

績、社会情勢等を勘案して毎年決定する。 
 

（管理職手当） 
第１０条 管理業務にかかる手当として、管理職にある職員に対し、別途定める

手当を支給する。 
 

（通勤手当） 
第１１条 通勤手当は、職員の自宅より勤務地までの合理的な経路を使用した

最短距離をもちいて、以下の方法により計算した額を支給することができる。 

（１） 公共交通機関の場合（バス・電車等） 
実費（ただし、1か月当たりの上限額は、通勤用定期6ヶ月分の額を6で除した
額とする。） 

（２） 交通用具利用の場合（自家用車、バイク、自転車等） 
自宅から勤務地までの実距離の区分に応じて、通勤日額一覧表（表1）によ
り定める日額に勤務日数を乗じた額を支給する。1か月当たりの上限額は、
表１の非課税限度額のとおりとする。 

 

○ 通勤日額一覧表 （表1） 

通勤距離区分(片道) 日額（円） 1か月あたりの非課税限度額（円） 

2Km未満 0 0 

2km以上4km未満 90  

4,200 
4km以上6km未満 160 

6km以上8km未満 220 
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8km以上10km未満 280  

10km以上15km未満 400 7,100 

15km以上20km未満 560 
 

12,900 
20km以上25km未満 720 

20km以上30km未満 880 
 

18,700 
30km以上35km未満 1,040 

35km以上40km未満 1,200 
 

24,400 
40km以上45km未満 1,360 

45km以上50km未満 1,520 
 

28,000 
50km以上55km未満 1,680 

55Kｍ以上60Kｍ未満 1,840 
 

31,600 
60Km以上 2,000 

 

（時間外勤務手当） 
第１２条 役員の指示のもと、時間外勤務を行った職員に対しては、時間外
勤務手当を支給することができる。その額に対しては、業務内容などを考
慮し、別途基準額を設けるものとする。 

 
 

（休職者等の給与） 
第１３条 職員の欠勤期間及び休職期間については、原則として給与を支給し

ない。ただし、欠勤、休職の理由が業務上の傷病によるものである場合は、
この限りでない。 

２ 遅刻、早退については、不足する勤務時間を翌月までに勤務して調整する。 

 

（委任） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、代表理事が別に定める。 

 

附則 

この規則は、令和４年４月１日より施行する。 

令和５年４月１日改訂  
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別表１（第８条関係） 

（基本給） 

この法人の業務を行う職員に適用する基本給 

 

 

 

 

 

 

 
 

一般社団法人みんなの家みんか 

区分 基本給 備考 

常勤職員 月給100,000円～ 

280,000円 

年齢、経験、資格等を考慮し、

各人ごとに決める 

非常勤職員  時給1,000円～3,000円 職種、作業内容などを考慮し、 

各人ごとに決める 

 


